
大阪市水道局　特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く） 7 月分

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
マイページ構築に伴うハンディターミナルシ
ステム改修業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社ウォーターデバイス ¥3,564,000 令和5年7月18日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G４ －

2
令和５年度　庭窪浄水場計測設備保守点
検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

島津システムソリューションズ
株式会社　大阪支店

¥1,045,000 令和5年7月11日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G３ －

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000025/25581/zuikeiriyuu.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000025/25581/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  マイページ構築に伴うハンディターミナルシステム改修業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社ウォーターデバイス 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、各水道センターにて日常の水道メータ検針業務及び料金等徴収業務で

使用しているハンディターミナルシステムについて、令和５年度に導入するマイペ

ージ構築に伴い、ハンディターミナルシステムから出力する帳票の項目追加及び帳

票出力対象としないお客さまの条件追加を行う改修です。 

本システムにつきましては、ニデック大豊機工株式会社が開発を行ったもので、

独自に構築されたプログラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保

証を行うには、システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術

を必要とします。 

また、ニデック大豊機工株式会社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の

業者が本業務を履行し、本システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固

有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責

任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。 

なお、株式会社ウォーターデバイスについては、本システムに関する大阪市内で

の利用権、開発当初から蓄積された技術資料を令和５年４月１日に、ニデック大豊

機工株式会社から、移管されており、本システムの基本プログラムなどについては

一般には公開されておりません。 

よって、本業務における一貫した責任と性能について、保証を持たせることがで

きるのはニデック大豊機工株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

水道局総務部お客さまサービス課（電話番号０６－６６１６－５４７５） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和５年度 庭窪浄水場計測設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

島津システムソリューションズ株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、庭窪浄水場に設置している超音波流量計の保守点検を行い、機能維持

を図るものです。 

当該設備は、島津システムソリューションズ株式会社が自社独自の仕様で設計し、

機器部品を組み合わせて製作したものです。 

保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構

造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履

行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によ

るものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証

を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは、島津システムソリューションズ株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部庭窪浄水場（電話番号０６－６９０７－４４７３） 

 


